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主な法令

・ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）

・ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準について（平成１８年振発第０３３１００３号、

老老発第０３３１０１６号）

中間市条例等

・中間市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２６年条例第３０号）

・中間市指定介護保険事業者に関する規則（令和６年３月２９日規則第８号）

・中間市指定介護保険事業者の指定等に関する事務取扱要綱（令和６告示第５１号）

・中間市介護サービス事業者等からの暴力団等排除のための措置に関する要綱（平成２４

年告示第７９号）

・中間市介護サービスの提供による事故発生時の取扱要綱（令和４年告示第１５号）

・中間市介護サービス事業者等指導要綱（平成１９年告示第６１号）

主 な 関 係 法 令 等
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① 法人格を有するもの。

② 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問、

その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、事業を行う法人に対し業務を執行

する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認

められる者を含む。）及び事業所の管理者は、暴力団員であってはならない。

① 基準は、指定介護予防支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を

定めたものであり、指定介護予防支援事業者は、基準を充足することで足りるとすること

なく常に事業の運営の向上に努めなければならない。

② 指定基準の基本方針、人員基準、運営基準について満たさない場合には指定又は更新を

受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、①相当の期限を定め

て基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期限内に勧告に従わなかったときには、事業

者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該

勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよ

う命令することができる。

ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければなら

ない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行

う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサー

ビスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止さ

せる）ができる。

ただし、次の場合には基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全

部若しくは一部の停止又は直ちに取り消すことができる。

㋐ 事業者及びその従業者が、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に特定

の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該介護予

防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受したときその他自己の利益を図

るために基準に違反したとき

㋑ 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき

㋒ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき

③ 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業

指定介護予防支援事業者の資格

基準の性格

指 定 基 準
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の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間

の経過後に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関す

る基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保する

ことに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わな

いものとする。

④ 基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。

① 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常

生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

② 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的か

つ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

③ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び

人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等

が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事

業者（以下「介護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏することのないよう、公

正かつ中立に行わなければならない。

④ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老

人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険

施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定

相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取

組を行う者等との連携の確保に努めなければならない。

⑤ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければな

らない。

⑥ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行

うよう努めなければならない。

基本方針
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地域包括支援センター

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業

所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定

介護予防支援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を置かなければな

らない。

介護予防支援事業所

指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごと

に１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置かなけ

ればならない。

管理者

① 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業所」

という。）ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

② 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く

管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事

業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は

当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができ

る。

③ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の管理者は、主任介護支援専門

員でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを

得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第

管理者とすることができる。

④ 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない。

(１) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場

合

(２) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援事業所の

管理に支障がない場合に限る。）

従業員の員数

人 員 に 関 す る 基 準
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①地域包括支援センター

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、保健師その他の介護予

防支援に関する知識を有する担当職員を、事業が円滑に実施できるよう、必要数を配置しな

ければならない。この担当職員は、次のいずれかの要件を満たす者であって、都道府県が実

施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有するものを充て

る必要がある。

・ 保健師

・ 介護支援専門員

・ 社会福祉士

・ 経験のある看護師

・ 高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年以上従事した社会福祉主事

なお、担当職員は、上記の要件を満たす者であれば当該介護予防支援事業所である地域包

括支援センターの職員等と兼務して差し支えないものであり、また、利用者の給付管理に係

る業務等の事務的な業務に従事する者については、上記の要件を満たしていなくても差し支

えない。

②指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者

指定介護予防支援事業所に介護支援専門員を、事業が円滑に実施できるよう、必要数を配

置しなければならない。なお、当該介護支援専門員は、当該居宅介護支援事業者が介護予防

支援の指定を併せて受け、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援を行う場

合にあっては、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と兼務して差し支えない。

①地域包括支援センター

第１項において、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、１以

上の員数の担当職員を置かなければならないこととされているが、担当する区域の状況を踏

まえ、必要な担当職員を配置するか、あるいは指定居宅介護支援事業者に業務の一部を委託

することにより、適切に業務を行えるよう体制を整備する必要があることを示している。

なお、基準においては、配置する職員について常勤又は専従等の要件を付していないが、

指定介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの相談等に対応できる体制を整え

ている必要があり、担当職員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることか

ら、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が

適切に担当職員に連絡が取れるなど利用者の支援に支障が生じないよう体制を整えておく必

要がある。

また、担当職員が非常勤の場合や他の事業と兼務している場合にも、介護予防支援の業務

については、介護予防支援事業者の指揮監督に基づいて適切に実施するよう留意しなければ

ならない。

②指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者

１以上の員数の介護支援専門員を置かなければならないこととされているが、①に準じて

取り扱うものとする。

人員に関する基準【解釈】

担当職員の員数
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①地域包括支援センター

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業所に置くべき管理者は、専ら

その職務に従事する常勤の者でなければならないが、介護予防支援の業務又は当該指定介護

予防支援事業所である地域包括支援センターの業務に従事する場合はこの限りでない。 地

域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業所の管理者は、指定介護予防支援

事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要が

あるものであり、管理者が指定介護予防支援事業所である地域包括支援センターの業務を兼

務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従

業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。

②指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所

指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支

援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定

介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が他の事業所の職務

に従事する場合（その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）は

必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えない。

この場合、他の事業所とは、必ずしも指定介護予防サービス事業を行う事業所に限るもの

ではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定

居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。

指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所の管理者は、指定介護予防支援事

業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があ

るものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業

所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が

取れる体制としておく必要がある。

また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者

と兼務する場合（当該訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を

除く。）及び事故発生時や災害発生等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定介護

予防支援事業所又は利用者の居宅に駆け付けることができない体制となっている場合は管理

者の業務に支障があると考えられる。

次に記載するような理由により、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを

得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。

この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶予するとともに、利

用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を

延長することができる。

管理者要件 （兼務等）

やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱い

管理者の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等不測の事態により、

主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門

員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画を保険者に届出た場

合。
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①「常勤」

当該事業所における勤務時間（当該事業所において、指定介護予防支援以外の事業を行っ

ている場合には、当該事業に従事している時間を含む。）が、当該事業所において定められ

ている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とす

る。）に達していることをいう。ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律第１３条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）

又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育

児・介護休業法」という。）第２３条第１項、同条第３項又は同法第２４条に規定する所定

労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のため

のガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、

介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている者につい

ては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従

業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことが可能。

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務

と同時並行的に行われることが差し支えない場合には、その勤務時間が常勤の従業者が勤務

すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法第 65条に規

定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第 2条

第 1号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第 2号に規定する介護休業

（以下「介護休業」という。）、同法第 23条第 2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又

は同法第 24条第 1項（第 2号に係る部分に限る。）の規定により同項第 2号に規定する育

児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」とい

う。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常

勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能。

②「専らその職務に従事する」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをい

う。

③「事業所」

担当職員（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては介護

支援専門員。以下同じ。）が介護予防支援を行う本拠であり、具体的には管理者がサービス

の利用申込の調整等を行い、介護予防支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、

利用者との面接相談に必要な設備及び備品を備える場所であり、当該指定に係る地域包括支

援センターの他の業務と兼ねることができる。

用語の定義
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① 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該

利用申込者の同意を得なければならない。

② 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、介護予防サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の

希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者等を紹

介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

③ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は、担当職員（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては

介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）の氏名及び連絡先を当該病院又は

診療所に伝えるよう求めなければならない。

④ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定介

護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

内容及び手続の説明及び同意

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

第１項に規定する重要事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された

第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供

し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該

重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法）

運 営 に 関 す る 基 準
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⑤ 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルに記録された事項を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

⑥ 「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組

織をいう。

⑦ 指定介護予防支援事業者は、重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利

用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、

文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(１) 第４項各号に掲げる方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの

(２) ファイルへの記録の方式

⑧ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援事業者は、当該利用申込者又はその家族

から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、

当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によ

ってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾

をした場合は、この限りでない。

（２）電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。第３６条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもっ

て調製するファイルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

※ 利用者ごとＩＤ、パスワード等を決めその他の利用者、家族等が閲覧できないよう

にするなどの手続きが必要となる。

内容及び手続の説明及び同意【解釈】

基本理念としての高齢者の主体的なサービス利用を具体化したもの。指定介護予防支援

事業者は、利用申込があった場合には、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、

介護予防支援事業所の運営規程の概要、担当職員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時

の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを利用するために必要な重要事項を説

明書やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、当該指定介護予防支援事業所から介

護予防支援を受けることにつき同意を得なければならない。なお、当該同意については、

利用者及び指定介護予防支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望

ましい。

また、指定介護予防支援は、利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定し、常に利用者

の目標に沿って行われるものであり、介護予防サービス計画は基準第１条の２の基本方針

及び利用者の選択を尊重し、自立を支援するために作成されるものである。

このため、指定介護予防支援について利用者の主体的な取組が重要であり、介護予防サ
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指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。

指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の通常の事業の実施地域（当該

事業所が通常時に指定介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用

申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認める場合には、

他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合には、その提供を

求める者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援

認定の有効期間を確かめなければならない。

指定介護予防支援事業者は、被保険者の要支援認定に係る申請について、利用申込者の意

思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定を受けて

いない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申

請が行われていない場合には、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われ

るよう必要な援助を行わなければならない。

指定介護予防支援事業者は、当該利用者が受けている要支援認定の更新の申請が、遅くと

ービス計画の作成にあたって利用者から担当職員に対して複数の指定介護予防サービス事

業者等の紹介を求めること等につき十分説明を行わなければならない。

なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては、併せて、介護予

防サービス計画原案に位置付けた指定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求め

ることが可能であることについても説明を行うとともに、理解が得られるよう、文書の交

付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行い、それを理解したことについて利用申込者から

署名を得ることが望ましい。

また、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、病院又は診療所に入院する

必要が生じた場合には、担当介護支援専門員等の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に

伝えるよう事前に協力を求めることについては、指定介護予防支援事業者と入院先医療機

関との早期からの連携を促進することにより、利用者が病院又は診療所に入院した場合、

利用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた指定介護予防サービス等の情報を

入院先医療機関と共有することで、医療機関における利用者の退院支援に資するとともに、

退院後の円滑な在宅生活への移行を支援することを目的に実施されるものとする。

提供拒否の禁止

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認

要支援認定の申請に係る援助
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も当該要支援認定の有効期間の満了日の３０日前までになされるよう必要な援助を行わなけ

ればならない。

指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を示す証明書

を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を管理者は指導しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援（法第 58条第４項の規定に基づき介護予

防サービス計画費が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（介護予防サービス計画費の支給の対象と

なる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、介護予防サービス計画費の額との間に、不合

理な差額が生じないようにしなければならない。

指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者

の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場

合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。

指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について、利用料の支払を受けた

場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付

しなければならない。

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一

部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

身分を示す証明書の携行

身分を証する書類の携行【解釈】

利用者が安心して指定介護予防支援の提供を受けられるよう、指定介護予防支援事業者

が、担当職員に身分を証する証書を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求

められたときは、これを提示すること。

身分を証する書類（証書等）には、指定介護予防支援事業所の名称、担当職員の氏名を記

載した上、写真を貼付したものとすることが望ましい。

利用料等の受領

保険給付の請求のための証明書の交付（償還払い時の取り扱い）

指定介護予防支援の業務の委託

（地域包括支援センターからの介護予防ケアプランの委託）

(１) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため、中間市介護保険条例によ

り設置する中間市地域包括支援センター運営協議会の承認を得ること。
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①予防サービス費の取り扱い

指定介護予防支援事業者は、毎月、市（法第５３条第７項において読み替えて準用する法

第４１条第１０項の規定により法第５３条第６項の規定による審査及び支払に関する事務を

国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に

規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下「国保連」という。）に委託している場合に

あっては、当該国保連）に対し、介護予防サービス計画において位置付けられている指定介

護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載し

た文書を提出しなければならない。

②基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の取り扱い

指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画に位置付けられている基準該当介護予

防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書

を、市（当該事務を国保連に委託している場合にあっては、当該国保連）に対して提出しな

ければならない。

指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合そ

の他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画

及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次の各号のいずれか

に該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を関係する市に通知しなければならな

い。

(２) 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委

託する業務の範囲や業務量について配慮すること。

(３) 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識及び能

力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者であること。

(４) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護

支援専門員が、第４条、この章及び次章の規定（第 33条第 29号の規定を除く。）を

遵守するよう措置させること。

法定代理受領サービスに係る報告（給付管理）

利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付

利用者に関する市への通知

(１) 正当な理由なく介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等によ
り、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認め

られるとき。
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指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の従業者の管理、指定

介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行

わなければならない。

指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の従業者にこの章及び

次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わなければならない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程（第 24条において「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。

(１) 事業の目的及び運営の方針

(２) 従業者の職種、員数及び職務内容

(３) 営業日及び営業時間

(４) 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(５) 通常の事業の実施地域

(６) 虐待の防止のための措置に関する事項

(７) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(２) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

管理者の責務

管理者の責務【解釈】

指定介護予防支援事業所の管理者は、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位の指

定介護予防支援の提供を行うため、当該指定介護予防支援事業所の担当職員等の管理、利

用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等を一元的に行うとともに、職員に指定基準

の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う必要がある。また、管理者は、日頃から

業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業者の資質向上や健康管理等、ワー

ク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成していくことが重要となる。

運営規程

運営規程【解釈】

指定介護予防支援の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定介護予防支援の提

供を確保するため、第１号から第７号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを

指定介護予防支援事業所ごとに義務づけたもの。特に次の点に留意する必要がある。

①職員の職種、員数及び職務内容（第２号）

職員については、担当職員とその他の従業者に区分し、員数及び職務内容を記載するこ
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指定介護予防支援事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供できるよう、指

定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業

所の担当職員によって指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職

員の補助の業務については、この限りでない。

指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。

ととする。職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、

規程を定めるに当たっては、基準第 2条において置くべきとされている員数を満たす範囲

において、「○人以上」と記載することも差し支えない。

②指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額（第４号）

指定介護予防支援の提供方法及び内容については、利用者の相談を受ける場所、課題分

析の手順等を記載するものとする。

③通常の事業の実施地域（第５号）

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとする。

④虐待の防止のための措置に関する事項（第６号）

「虐待の防止のための措置」については、虐待の防止に係る組織内の体制（責任者の選

定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の

対応方法等を指す内容であること。

勤務体制の確保等

勤務体制の確保【解釈】

利用者に対する適切な指定介護予防支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規

定したものであるが、次の点に留意する必要ことが必要になる。

① 指定介護予防支援事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、担当職員につ

いては、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にする。ま

た、非常勤の担当職員については、他の業務と兼務する場合には、当該他の業務に支障

－　14　－



がないよう配慮しなければならない。

なお、当該勤務の状況等は、指定介護予防支援事業所の管理者が管理する必要があ

り、非常勤の担当職員を含めて当該指定介護予防支援事業所の業務として一体的に管理

されていることが必要となる。このことから、非常勤の担当職員が兼務する業務の事業

所を介護予防支援の拠点とし独立（サテライト事業所等）して利用者ごとの介護予防支

援台帳の保管を行うようなことは認められない。

② 第３項は、より適切な指定介護予防支援を行うために、担当職員の研修の重要性につ

いて規定したものであり、指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上を図る機

会を確保しなければならない。

③ 第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第１

１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律第３０条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシ

ュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」とい

う。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏ま

え、規定したもの。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ま

しい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについて

は、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意す

ること。

「職場におけるハラスメント」防止対策

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する

問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針及び事業主が職場における優越的

な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指

針において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない

旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口

をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラス

メント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例
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指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介

護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。

指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。

として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のた

めの取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及

び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じ

た取組）が規定されている。

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求め

られていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるに

あたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修

のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや

手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩

み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場

合、事業者が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれ

らの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。

業務継続計画の策定等

業務継続計画の策定等【解釈】

① 指定介護予防支援事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続

して指定介護予防支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当

該業務継続計画に従い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならない。利用者がサービス利用を継続する上

で、指定介護予防支援事業者が重要な役割を果たすことを踏まえ、関係機関との連携等

に努めることが重要である。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施について

は、基準第 18条の 2に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事

業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合に

は、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっ

ては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。
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指定介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定

介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。また、想定される災害等は地域に

よって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、

感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、

感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針について

は、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することと

して差し支えない。

イ 感染症に係る業務継続計画

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）

ｂ 初動対応

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等）

ロ 災害に係る業務継続計画

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合

の対策、必要品の備蓄等）

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

ｃ 他施設及び地域との連携

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有する

とともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとす

る。職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催する

とともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容

についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症

の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に

行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が

発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実

施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施

することが適切である。

設備及び備品等

設備及び備品等【解釈】

設備及び備品等については、次の点に留意すること。
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指定介護予防支援事業者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行わなければならない。

指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生し、又は

まん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周

知徹底を図ること。この場合において、同委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通

信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。

当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。

従業者の健康管理

健康診断について

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置（第六十四条－第七十一条）にお

いて、事業者は労働者に対し、年１回以上の頻度で医師による健康診断を行わなければな

らないとされています。

ただし、労働者が前項に規定する事業者が行なう健康診断を受けることを希望しない場

合においては、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健

康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することが求められています。

健康診断の結果の記録（記録の保存）

事業者は、労働者に対して実施した健康診断の結果の保存が義務付けられています。

感染症の予防及びまん延の防止のための措置

① 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましい

が、指定介護予防支援の業務に支障がない場合には、地域包括支援センターが行う他の

事業（指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を併せて受けて、当該居宅介護支

援事業所において指定介護予防支援を行う場合にあっては、指定居宅介護支援事業）の

用に供する事務室又は区画と同一のものであっても差し支えない。

② 事務室には、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保する

こととし、相談のためのスペース等はプライバシーが守られ、利用者が直接出入りでき

るなど利用しやすいよう配慮する必要がある。

③ 指定介護予防支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び

施設等と同一敷地内にある場合であって、指定介護予防支援の事業及び当該他の事業所

及び施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所及び施設等に備え付けられた設

備及び備品等を使用することができる。
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当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

感染症の予防及びまん延の防止のための措置【解釈】

感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次の

イからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求めら

れるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以

下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種に

より構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も

含め積極的に参画を得ることが望ましい。

構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下

「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務に

ついては、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先

の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、

各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担

当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施

するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するため

の担当者

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、

定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する

必要がある。

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニ

ケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービ

ス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

感染対策委員会は、介護予防支援事業所の従業者が１名である場合は、ロの指針を整備

することで、委員会を開催しないことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備

について、外部の感染管理等の専門家等と積極的に連携することが望ましい。

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
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指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲

示に代えることができる。

指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対

策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手

洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医

療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等

が想定される。

また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明

記しておくことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現

場における感染対策の手引き」を参照。

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

担当職員等に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対

策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）

を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研

修の実施内容についても記録することが必要である。

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のため

の研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実

態に応じ行うこと。

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練

（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、

感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に

基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習等を実施するも

のとする。

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

掲示
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指定介護予防支援事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。

指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の従業者であった者が、正当な

理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。

指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位

置付けた指定介護予防サービス等の担当者（第３３条において「担当者」という。）を招集

掲示【解釈】

介護予防支援の提供開始時に運営規程の概要、担当職員の勤務の体制、事故発生時の対

応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直

近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を利用申込者及びその家族に対して説明を行った上

で同意を得ることとしていることに加え、指定介護予防支援事業者への当該重要事項の掲

示を義務づけることにより、サービス提供が開始された後、継続的にサービスが行われて

いる段階においても利用者の保護を図る趣旨である。

また、重要事項をウェブサイトに掲載することについて、このウェブサイトとは、法人

のホームページ等のことをいう。

なお、指定介護予防支援事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うに

あたり、次に掲げる点に留意する必要がある。

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用

者又はその家族に対して見やすい場所に掲示するのこと。

ロ 担当職員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する

趣旨であり、担当職員の氏名まで掲示することを求めるものではない。

ハ 指定介護予防支援事業者が、自ら管理するホームページ等を有さず、ウェブサイトへ

の掲載が過重な負担となる場合は、これを行わないことができる。なお、ウェブサイト

への掲載を行わない場合も基準第２１条第１項に規定する書面掲示は行う必要がある

が、これを第２項や基準第３３条第１項の規定に基づく措置に代えることができる。

また、重要事項を記載したファイル等を当該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、

これをいつでも介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧可能とす

ることで掲示に代えることができることとする。

秘密保持等
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して行う会議をいう。以下同じ。）等において、利用者の個人情報を用いる場合には当該利

用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、あらかじめ文

書により得ておかなければならない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所について広告をする場合において

は、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなければならない。

指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス計画

の作成又は変更に関し、当該指定介護予防支援事業所の担当職員（介護支援専門員）に対し

て特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っては

ならない。

指定介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利

用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行

ってはならない。

指定介護予防支援事業者及びその従業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの対

秘密保持【解釈】

指定介護予防支援事業者に対して、過去に当該指定介護予防支援事業所の担当職員その

他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが

ないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定介護予防支援

事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者が、従業者でなくなっ

た後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時に取り決め、例えば罰則

等についての定めるなど必要な措置を講ずべきこととされている。

サービス担当者会議等において、担当職員及び介護予防サービス計画に位置付けた各介

護予防サービスの担当者が課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や支援すべき総

合的な課題等の個人情報を共有するためには、あらかじめ、文書により利用者及びその家

族から同意を得ることが求められる。

なお、介護予防支援においては特に、サービス担当者会議に介護予防サービス事業者、

主治医のほか地域において利用者を支援する取り組みを行う住民等の様々な関係者が参加

する機会が多くなることが想定されるが、サービス担当者会議において用いられた個人情

報が正当な理由なく目的外に使用されないよう、例えば法令上の守秘義務がない者に対し

ては、個人情報を取り扱う旨に同意する文書を提出させるなど、指定介護予防支援事業者

は、利用者等に係る個人情報の保護に留意する必要がある。

広告

介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等
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償として、当該介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。

介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等【解釈】

指定介護予防支援事業者は公正で中立性の高い事業運営を行う必要があり、当該基準に

ついては、これを具体的に担保するものであり、各項の趣旨は以下のとおりとする。

なお、指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターにおいては、地域包括支援

センター運営協議会が設けられ、介護予防支援の事業を含め地域包括支援センターが行う

事業の公正かつ中立な運営を確保するために関わることから、地域包括支援センター運営

協議会においては、この規定が遵守されているかなどについても、適宜把握する必要があ

る。

① 介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、指定介護予防支援事業者及び指定介護

予防支援事業所の管理者が当該介護予防支援事業所の担当職員に利益誘導のために特定

の介護予防サービス事業者等によるサービスを位置付ける旨の指示等を行うことを禁じ

た規定であり、介護予防サービス計画があくまで利用者の支援すべき総合的な課題に即

したものでなければならないという介護予防支援の公正中立の原則の遵守を示してい

る。

例えば、指定介護予防支援事業者又は指定介護予防支援事業所の管理者が、同一法人

系列の介護予防サービス事業者のみを位置付けるように指示すること等により、支援す

べき総合的な課題に反するばかりでなく、事実上他の介護予防サービス事業者の利用を

妨げることを指すものである。また、担当職員は、介護予防支援費の加算を得るために、

支援すべき総合的な課題に即さない介護予防サービスを介護予防サービス計画に位置付

けることがあってはならず、指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管

理者は、当該介護予防支援事業所の担当職員に同旨の指示をしてはならない。

② 指定介護予防支援事業所の担当職員が利用者に利益誘導のために特定の介護予防サー

ビス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行うことを禁じた規定であり、

これも①と同様に指定介護予防支援の公正中立の原則の遵守を位置付けている。

例えば、指定介護予防支援事業所の担当職員が、同一法人系列の介護予防サービス事

業者のみを利用するように指示すること等は、支援すべき総合的な課題に反するばかり

でなく、事実上他の介護予防サービス事業者の利用を妨げることになる。

また、担当職員は、介護予防支援費の加算を得るために、支援すべき総合的な課題に

即さない介護予防サービスを介護予防サービス計画に位置付けることがあってはならな

いとされている。

③ 介護予防支援の公正中立性を確保するために、指定介護予防支援事業者及びその従業

者が、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させるこ

との対償として、当該介護予防サービス事業者等から、金品その他の財産上の利益を収

受してはならない。
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指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス

計画に位置付けた指定介護予防サービス等（第６項において「指定介護予防支援等」とい

う。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第２３条の規定に

よる市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは

照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。

指定介護予防支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報

告しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サー

ビス又は指定地域密着型介護予防サービスに対する苦情の国保連への申立てに関して、利用

者に対し必要な援助を行わなければならない。

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者からの苦情に関して、国

保連が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定介護予

防支援に関して国保連から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。

指定介護予防支援事業者は、国保連からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国

保連に報告しなければならない。

苦情への対応等

苦情処理【解釈】

① 利用者の保護及び適切かつ円滑な指定介護予防支援、指定介護予防サービス等の利用

に資するため、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置

付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応しなければならないこととしたものである。具体的には、指定介護予防支援等に

ついての苦情の場合には、当該事業者は、利用者又はその家族、指定介護予防サービス

事業者等から事情を聞き、苦情に係る問題点を把握の上、対応策を検討し必要に応じて

利用者に説明しなければならないものである。

なお、介護保険法第２３条の規定に基づき、市町村から介護予防サービス計画の提出

を求められた場合には、基準第２５条第３項の規定に基づいて、その求めに応じなけれ

ばならないものである。

② 苦情に対し指定介護予防支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該
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指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生し

た場合には、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。

指定介護予防支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事

故が発生した場合には、当該賠償を速やかに行わなければならない。

苦情（指定介護予防支援事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の内容

等を記録することを義務づけたものである。

また、指定介護予防支援事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情

報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自

ら行うべきである。なお、苦情の内容等の記録は、５年間保存しなければならない。

③ 介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保険

団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁である市町村が、一次的には介護予防

サービス等に関する苦情に対応することが多くなることと考えられることから、市町村

についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定介護予防支援事業者に対する苦情に

関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたもの。

④ 指定介護予防支援事業者は、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の

概要について明らかにし、相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者

にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブ

サイトに掲載するべきものである。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、基

準第２１条「掲示」の解釈に準ずるものとする。

事故発生時の対応

事故発生時の対応【解釈】

利用者が安心して指定介護予防支援の提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応

を規定したもの。指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に

より事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じる

べきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、

利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害

賠償を速やかに行うべきこととする。

なお、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、５年間保存しなけれ

ばならない。

※このほか、以下の点に留意されたい。
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① 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場

合の対応方法について、あらかじめ定めておくことが望ましいこと。

② 指定介護予防支援事業者は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければなら

ない。そのため、事業者は損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ま

しいこと。

③ 指定介護予防支援事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策

を講じること。

【中間市における取扱い】

介護サービス事故に係る報告について

中間市における介護サービス事故に係る報告については、「中間市介護保険事業者におけ

る事故発生時の事務取扱要綱」に基づき、指定を受けたすべての介護サービス事業所、居

宅介護支援事業所、介護保険施設及び中間市地域密着型サービス事業所等が報告の対象に

なり、適切に報告を行うこととしています。

また、中間市内に所在する介護サービス事業所等で事故が発生した場合において、その

対象者が中間市以外の被保険者の場合については、中間市と、その利用者が属する保険者

の双方に報告を頂くこととし、また、逆に中間市以外に所在する介護サービス事業所を利

用する中間市の被保険者の場合においても、同様に中間市と事業所が所在する市町村の両

方への報告をお願することになります。

報告の範囲

利用者に対する「サービスの提供により事故が発生した場合」については、直接介護を提

供していた場合のみでなく次の場合も含みます。

(1) 利用者が当該事業所又は施設内にいる間に起こったもの

(2) 利用者の送迎中に起こったもの

(3) その他サービスの提供に密接な関連があるもの

報告すべき事故の種類

転倒、転落、接触、異食、誤嚥、誤薬、食中毒、感染症（インフルエンザ等）、交通事故、

徘徊（利用者の行方不明を含む。）、職員の違法行為、不祥事、その他

報告すべき事故における留意点

① 死亡については、死亡診断書で、老衰、病死等の主に加齢を原因とするもの以外の死

因が記載されたものを報告すること。

② けが等については、医療機関の受診（施設内における受診を含む。）を要したものを、

報告すること。なお、報告すべきか不明の場合は、保険者に問い合わせること。

③ 食中毒、感染症等（新型コロナウイス感染症を除く）のうち、次の要件に該当する場合

は、保険者への報告と併せて管轄の保健所に報告し、指導を受けること。

④ 従業者の直接行為が原因で生じた事故、従業者の介助中に生じた事故のうち、利用者
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の生命、身体に重大な被害が生じたもの（死亡事故、自殺、行方不明及び事件性の疑いが

あるものを含む。）については、管轄の警察署に連絡すること。

報告の時期等

所要の措置（救急車の出動依頼、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等）が終了した

後、速やかに保険者に対して報告を行うこと。また、併せて居宅介護支援事業所又は介護

予防支援事業所に、報告を行うこと。

報告は、おおむね事故発生後５日以内に行うこと。ただし、事故の程度が大きいものに

ついては、まず、電話等により、保険者に対し、事故の概要について報告すること。

報告すべき内容

(1) 事業所の名称、事業所番号、連絡先及び提供しているサービスの種類

(2) 利用者の氏名、住所、被保険者番号、年齢、要介護度及び心身の状況

(3) 事故発生、発見の日時及び場所

(4) 事故の概要(事故の種別、事故の結果、事故の原因等)

(5) 事後の対応(家族や関係機関等への連絡)

(6) その他（再発防止の方策等）

事故報告の提出における留意点

・ 中間市においては、厚生労働省が通知した様式を用いて報告することとしています。

・ 基本的には利用者個人ごとに作成し提出していただくことになりますが、感染症、食

中毒、災害等において、一つのケースで対象者が多数に上る場合等については、事故報

告書を１通作成し、これに「対象者氏名、事後の対応、個々の病状またはケガの程度、搬

送先等」の情報を記載したリストを添付して提出を行うようにしてください。

記録

事故の状況及び事故に際して採った処理は必ず記録し、完結後５年間の保存が必要になり

ます。

事故報告書の提出について

●事故報告書の提出先

中間市保健福祉部介護保険課給付係

●事故報告書の提出方法

E－メールによる提出、若しくは直接担当窓口へお持ちください。

E-mail：kaigo-kyufu＠city.nakama.lg.jp
●問合せ先

ＴＥＬ：０９３(２４６)６２８３
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指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。

（１）当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。この場

合において、同委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。

（２）当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

（３）当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修定

期的に実施すること。

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

虐待の防止

虐待の防止【解釈】

虐待は、介護保険法の目的の１つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に

深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定介護予防支援事業者は虐待の防止のために

必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合

の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が

達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。

（虐待の未然防止）

指定介護予防支援事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけなが

らサービス提供にあたる必要があり、第 1条の 2の基本方針に位置付けられているとおり、

研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢

者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解

していることも重要である。

（虐待等の早期発見）

指定介護予防支援事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等虐待に準ずる事

案を発見しやすい立場にあることから、虐待等を早期に発見できるよう、必要な措置（虐

待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。ま

た、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出につ

いて、適切な対応をすること。

（虐待等への迅速かつ適切な対応）

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定介護予
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防支援事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する

調査等に協力するよう努めることとする。

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再

発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）

は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に

防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構

成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要で

ある。

また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであ

ることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは

限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・

運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他

のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を遵守すること。

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。

その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図る必要がある。

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための

方法に関すること

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関

すること

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

② 虐待の防止のための指針

指定介護予防支援事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項

目を盛り込むこととする。
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指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防支援の

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定介護予防支援事

業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護予防支援事業者が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新

規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所

内での研修で差し支えない。

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者

指定介護予防支援事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに

掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者として

は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一

事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、

担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業

所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担

当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担

当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実

施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施する

ための担当者感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月

に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応

じ随時開催する必要がある。

会計の区分
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事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。

指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。

（１） 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録

（２） 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳

ア 介護予防サービス計画

イ アセスメントの結果の記録

ウ サービス担当者会議等の記録

エ 評価の結果の記録

オ モニタリングの結果の記録

（３）身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（４）市への通知に係る記録

（５）苦情の内容等の記録

（６）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

記録の整備

記録の整備【解釈】

指定介護予防支援事業者は第 2項各号に規定する記録を整備し、５年間（中間市基準）

保存しなければならない。

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の

施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日

を指す。

※ 介護予防・日常生活支援総合事業に関係する記録について

介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が実施する地域支援事業のため、中間市に

おいては、介護予防・日常生活支援総合事業に関連する記録の保存期間は、その完結の日

から５年間保存とする。
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１ 指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービス

との連携に十分配慮して行わなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改

善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計

画を策定しなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。

指定介護予防支援の方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

（１）担当職員（介護支援専門員）による介護予防サービス計画の作成

指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員（介護支援専門員）に介護予防サービス

計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

（２）介護予防支援における基本的留意点

指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

（２）の２ 身体拘束の原則禁止

指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

（２）の３ 身体拘束を行う場合に記録

前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

（３） 計画的な指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等の利用

担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の

支援を効果的に行うため、利用者の心身、家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定

介護予防サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

（４） 総合的な介護予防サービス計画の作成

担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援

する観点から、予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス及び福祉サービ

指定介護予防支援の基本取扱方針

指定介護予防支援の具体的取扱方針

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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ス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防サービ

ス計画に位置付けるよう努めなければならない。

（５） 利用者自身によるサービスの選択

担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービス

の選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービス

及び住民による自発的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又は

その家族に対して提供するものとする。

（６） 課題分析の実施

担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者に

ついて、その有している生活機能、健康状態、置かれている環境等を把握した上で、次に

掲げる領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏

まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするととも

に、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。

ア 運動及び移動

イ 家庭生活を含む日常生活

ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション

エ 健康管理

（７） 課題分析における留意点

担当職員は、前号に規定する支援すべき総合的な課題の把握（以下「アセスメント」と

いう。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接して行わなけ

ればならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得なければならない。

（８） 介護予防サービス計画原案の作成

担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標と

する生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえ

た具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、指定介護予防サービス

事業者、自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき内

容、その期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなければならない。

（９） サービス担当者会議による専門的意見の聴取

担当職員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者

と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合につい

ては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
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（９）の２ サービス担当者会議をテレビ電話装置等を活用して行う場合の留意点

サービス担当者会議の会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加す

る場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければな

らない。

（１０） 介護予防サービス計画の説明および同意

担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等につい

て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の

内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なけ

ればならない。

（１１） 介護予防サービス計画の交付

担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利

用者及び担当者に交付しなければならない。

（１２） 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼

担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等に対し

て、介護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第 35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第７６条

第２号に規定する介護予防訪問看護計画をいう。次号において同じ。）等指定介護予防サ

ービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

（１３） 個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取

担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づ

き、介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置付けられている

計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少

なくとも１月に１回、聴取しなければならない。

（１４） 介護予防サービス計画の実施状況等の把握

担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて介護予防サー

ビス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う

ものとする。

（１４）の２ 医師等への医療情報の提供

担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき

その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身又

は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若し
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くは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。

（１５） 介護予防サービス計画の実施状況等の評価

担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該介護予防

サービス計画の目標の達成状況について評価しなければならない。

（１６）介護予防サービス計画の実施状況等の把握（モニタリングの実施）

担当職員は、第１４号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に

当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行

うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回、利用者に

面接すること。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、

次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算

して３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」という。）について、少なく

とも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅

を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することが

できる。

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同

意を得ていること。

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者

その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報に

ついて、担当者から提供を受けること。

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

エ 利用者の居宅を訪問しない月（イただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用し

て利用者に面接する月を除く。）においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第 117条第１項に規定する指定介

護予防通所リハビリテーション事業所をいう。）を訪問する等の方法により利用者に

面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利

用者との連絡を実施すること。

オ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。

（１７） 介護予防サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議による専門

的意見の聴取

担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防
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サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるも

のとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によ

り意見を求めることができる。

ア 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合

イ 要支援認定を受けている利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

（１８） 介護予防サービス計画の変更

第３号から第１３号までの規定は、第１４号に規定する介護予防サービス計画の変更に

ついて準用する。

（１９） 介護保険施設への紹介、その他便宜の提供

担当職員は、適切な保健医療サービス又は福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され

た場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認め

る場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合には、利用者の要

介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提

供を行うものとする。

（２０） 介護保険施設へとの連携

担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があった

場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス計

画の作成等の援助を行うものとする。

（２１） 医療系サービスの提供を行う場合の主治の医師等への意見等の確認

担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、当該利用者の同意を得て主治の

医師又は歯科医師（次号及び第 22号において「主治の医師等」という。）の意見を求めな

ければならない。

（２１）の２ 主治の医師等のへの介護予防サービスの交付

前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護

予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

（２２） 医学的観点からの主治の医師等からの留意事項の介護予防サービス計画への反映

（留意事項）

利用者の希望による軽微な変更、例えば「利用者の希望によるサービス提供日時の変更

等」で、担当職員担当職員が、基準第３０条第３号から第１２号に掲げる一連の業務を行

う必要がないと判断したものを行う場合、この必要はないものとする。

但し、この場合においても、設定された目標との関係を踏まえた利用者の状況や課題の

変化に留意することが重要となる。

※（１６）介護予防サービス計画の実施状況等の把握に規定する内容を確認すること。
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担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーシ

ョン等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師

等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービ

ス等を位置付ける場合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医

学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行うもの

とする。

（２３） 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の介護予防サービス計

画への位置づけ

担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所

療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に

十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を

除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援

認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

（２４） 介護予防福祉用具貸与の介護予防サービス計画への反映

担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与が必

要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、継続し

て介護予防福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して介護予防福祉

用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を介護予防サービス計画に記載しなければ

ならない。

（２５）介護予防福祉用具販売の介護予防サービス計画への反映

担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具

販売が必要な理由を記載しなければならない。

（２６） 認定審査会の意見等の介護予防サービス計画への反映

担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項に規定する認定審査会

意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る介護予防サービス若しくは地域密着型

介護予防サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同項の規定

による指定に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類については、

その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿った介

護予防サービス計画を作成しなければならない。

（２７） 指定居宅介護支援事業者との連携

担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅

介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
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（２８） 地域ケア会議への協力

指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第１項に

規定する会議（地域ケア会議）から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。

（２９）市長村長に対する情報の提供

指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の３０の２第

１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければな

らない。

介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる

事項に留意しなければならない。

（１） 単に運動機能、口腔機能等特定の機能及び栄養状態の改善のみを目指すものではな

く、これらの機能の改善、環境の調整等を通じて、利用者の日常生活の自立のための

取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。

（２） 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を

高めるよう支援すること。

（３） 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、

期間を定めて設定し、利用者、介護予防サービス事業者等とともに目標を共有するこ

と。

介護予防支援の提供に当たっての留意点

介護予防が単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった利用者の特定の機能を向上させ

ることを目的とするものではなく、これらの心身機能の改善や環境調整などを通じて、利

用者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう総合

的に支援することを目的として行われるものである。担当職員は、支援を行うことによっ

て利用者がどのような生活を営むことができるのかということを常に留意しながら、支援

を行うこと。

介護予防の取組は、あくまでも利用者が自ら主体的に取り組むことが不可欠であり、そ

うした主体的な取組がなければ介護予防の十分な効果も期待できないおそれがあることか

ら、担当職員は、介護予防支援の提供を通じて、利用者の意欲が高まるようコミュニケー

ションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うこと。

利用者の状態に応じた目標を設定し、利用者が介護予防に意欲を持って主体的に取り組

んだり、支援を受けることによってどのような生活を営めるようになるのかを理解するこ

とが重要である。また、介護予防サービス事業者等が設定された目標を共有することによ
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（４） 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為

は可能な限り本人が行うよう配慮すること。

（５） サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における

様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス及び福祉サービス、当

該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資す

る取組を積極的に活用すること。

（６） 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮するこ

と。

（７） 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なも

のとすること。

り、その目標を達成するために適切な支援を行うことが重要であることを規定したもので

ある。

この場合、利用者が主体的に目標の達成に取り組めるよう、利用者と一緒に目標を設定

することが重要となる。

介護予防の取組が利用者のできる行為を増やし、自立した生活を実現することを目指す

ものであることから、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことが基本であ

り、利用者のできる能力を阻害するようなサービスを提供しないよう配慮すること。

介護予防においては利用者の生きがいや自己実現のための取組も含めて利用者の生活全

般を総合的に支援することが必要であり、介護予防支援の提供に当たっては、介護予防サ

ービスのみで利用者を支援するのではなく、利用者自身の取組や家族の支援、様々な保健

医療サービスや福祉サービス、地域における住民の自発的な活動など多様な主体によるサ

ービスがサービス担当者会議等の機会を通じてそれぞれ連携して提供されるよう配慮する

こと。

地域支援事業及び介護給付との連続性及び一貫性を持たせることを規定したものであ

る。

具体的には、要支援者の心身の状態が改善したり、悪化することにより、地域支援事業

における２次予防事業の対象者となったり、要介護者と認定されることがある。

また、２次予防事業の対象者の心身の状態が悪化したり、要介護者の心身の状態が改善

することにより要支援者と認定されることもある。このような場合に、利用者に対する支

援が連続性及び一貫性を持って行われるよう、指定介護予防支援事業者が地域包括支援セ

ンター及び居宅介護支援事業者と連携を図ること。

利用者が要支援に至る過程やその状態は様々であり、また、利用者の意欲や生活の状況

等によって、その取組の方法についても利用者によって様々であることから、一人ひとり

の利用者に応じて、効果的なサービスが提供されるよう支援を行うこと。
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（８） 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。

指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるもの（第１０条（前条において準用する場合を含む。）及び第３３条第２６号（前条

において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定におい

介護予防支援の提供を通じて利用者の機能が改善した場合には、その機能が維持できる

ように、利用者自らが継続的に意欲を持って取り組めるよう支援を行うこと

電磁的記録等について

（１）電磁的記録について

指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者（以下「事業者等」と

いう。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規定する書

面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行う

ことができることとしたものである。

① 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。

② 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。

ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又

は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業

者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製

するファイルにより保存する方法

③ その他、電磁的記録により行うことができるとされているものは、①及び②に準じた

方法によること。

④ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

雑則
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て書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって

認識することができない方法をいう。）によることができる。

（２）電磁的方法について

利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務

負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交

付等について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることがで

きることとしたものである。

① 電磁的方法による交付は、「内容及び手続の説明及び同意」の規定に準じた方法による

こと。

② 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした

場合等が考えられること。※「押印についてのＱ＆Ａ」を参考にすること。

③ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、

書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと

※「押印についてのＱ＆Ａ」を参考にすること。

④ その他、電磁的方法によることができるとされているものは、①から③までに準じた

方法によること。ただし、基準又は解釈通知の規定により電磁的方法の定めがあるもの

については、当該定めに従うこと。

⑤ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

介護予防支援費

算定項目 単位数 備考

介護予防支援費（Ⅰ） ４４２単位 地域包括支援センター

介護予防支援費（Ⅱ） ４７２単位 介護予防支援事業所

算定項目 単位数 備考

初回加算 ３００単位

・新規介護予防サービス計画を作成する場合に算定

新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合、

介護報酬
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１月につき所定単位数を加算する。

【留意事項】

予防給付における初回加算の算定に当たっては、新規に介護予防サービス計画を作成す

る場合に算定されること。

算定項目 単位数 備考

委託連携加算 ３００単位 地域包括支援センター

指定介護予防支援事業所（地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者の当該

指定に係る事業所に限る。）が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託

する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護

支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属

する月に限り、利用者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。

【留意事項】

当該加算は、指定介護予防支援事業所（地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援

事業者の当該指定に係る事業所に限る。）が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援

事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該

指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合、当該委託を開始

した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として所定単位数を算定する。なお、当該

委託にあたっては、当該加算を勘案した委託費の設定を行うこと。

算定項目 単位数 備考

特別地域介護予防支援加算 １００分の１５

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準（基準第 18 条の 2第 1項に規定する基準に適合していること）

を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位

数を所定単位数から減算する。

【留意事項】

業務継続計画未策定減算については、指定介護予防支援等基準第 18条の 2第 1項に規定する基準を

満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場

合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につ

いて、所定単位数から減算することとする。

なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっている

ことを踏まえ、速やかに作成すること。

算定項目 単位数 備考

中山間地域等における小規模事業

所加算
１００分の１０

中間市内に該当する地域なし
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注６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準（１月当

たり実利用者数が２０人以下の指定介護予防支援事業所であること。）に適合するものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出

を行った指定介護予防支援事業所の介護支援専門員が指定介護予防支援を行った場合（(2)を算

定する場合に限る。）は、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。

【留意事項】

実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をいうものとし、前年度の

実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、直

近の３月における１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開

始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用

者数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合については、直ちに加

算等が算定されなくなる場合の届出を提出しなければならない。

算定項目 単位数 備考

中山間地域等に居住する者へのサ

ービス提供加算
１００分の５

中間市内に該当する地域なし

注７ 指定介護予防支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住してい

る利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、指定介護予防支援を行った場合（(2)を算定

する場合に限る。）は、所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

算定項目 単位数 備考

高齢者虐待防止措置未実施減算 １００分の１

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準（基準第２６条の２に規定する基準に適合していること）を

満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当

する単位数を所定単位数から減算する。

【留意事項】

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、

介護予防支援基準第２６条の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単

位数から減算することとなる。

具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的を開催していない、高齢者

虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施してい

ない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速

やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況

を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、

利用者全員について所定単位数から減算することとする。
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算定項目 単位数 備考

業務継続計画未策定減算 １００分の１

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準（基準第18条の2第1項に規定する基準に適合していること）

を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の１００分の１に相当する

単位数を所定単位数から減算する。

【留意事項】

業務継続計画未策定減算については、指定介護予防支援等基準第18条の2第1項に規定する基準を

満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場

合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につ

いて、所定単位数から減算することとする。
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新規指定【法第１１５条の２２】

現在居宅介護支援の指定を受けている事業所が対象になります。

新規申請の時期

指定申請の時期

介護予防支援の指定申請については、指定権者(中間市)は、介護予防支援事業所の指定

に際し、意見聴取機関の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされており、

このことから、１年に２回、時期を決めて申請受付を行こととしております。

指定を希望する月よって申請日が異なりますます。詳しくは、中間市公式ホームページ

の申請書の提出期間を確認してください。

※指定日は各月 1日付です。

（掲載場所）

中間市公式ホームページ

トップページ＞組織でさがす＞保健福祉部＞介護保険課＞居宅介護支援事業者による介護

予防支援の指定申請について

URL：https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/17/10862.html

指定の更新【法第１１５条の３１】

指定は、６年ごとにその更新を受けなければならない。

指定の変更・再開【法第１１５条の２５第１項】

指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき

は、１０日以内に、その旨を中間市長（中間市保健福祉部介護保険課給付係）に届け出なけ

ればならない。

指定の廃止・休止【法第１１５条の２５第２項】

事業の廃止、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の１月前までに、その

旨を中間市長（中間市保健福祉部介護保険課給付係）に届け出なければならない。

変更届と添付書類

各種届出に係る規定

変更事項 添付書類

事業所（施設）の名称 運営規程（事業所の名称を記載している場合）

事業所（施設）の所在地 平面図、運営規程、事業所の写真

主たる事務所の所在地（※要事前確認） 登記事項証明書

代表者（開設者）の氏名、 誓約書、登記事項証明書又は理事会等の議事録、

指定の更新・変更・再開・休止・廃止
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生年月日、住所及び職名 暴力団排除に係る誓約書

登記事項証明書・条例等

（当該事業に関するもの）

登記事項証明書

事業所（施設）の建物の構造、

専用区画等（※要事前確認）

平面図、写真（変更箇所）、

事業所（施設）の管理者の氏名、

生年月日、住所及び経歴

勤務表(変更月のもの)、管理者経歴書、誓約書、

暴力団排除に係る誓約書（管理者のみ）

介護支援専門員証の写し、主任介護支援専門員研

修終了証の写し

運営規程 運営規定

介護支援専門員の氏名及び

その登録番号

介護支援専門員一覧、介護支援専門員証の写し、

（関係法令）

【改正介護保険法 第１１５条の２２第１項】

（指定介護予防支援事業者の指定）

第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六

第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請によ

り、介護予防 支援事業を行う事業所（以下この節において「事業所」という。）ごとに行

い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（当該市町

村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域外に所

在する住所地特例対象施設に入所している住所地適用居宅要支援被保険者を含む。）に対す

る介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を

有する。

【介護保険法施行規則の一部を改正する省令 第１４０条の３２】

（指定介護予防支援事業者に係る指定の申請）

法第百十五条の二十二第一項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようと

する者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の

所在地の市町村長（同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事

業所の所在地の市町村以外の市町村（以下この項において「他の市町村」という。）の長か

ら指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。）に提

出しなければならない。

【介護保険法 第１１５条の２２第４項】

市町村長は、第五十八条第一項の指定を行うとするときは、あらかじめ、当該市町村が

行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。
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介護予防支援事業所の業務について

介護予防支援の業務
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